
   各務原市初任給、昇格、昇給等決定評価委員会設置要綱 

（平成１５年１２月２４日決裁） 

 （設置） 

第１条 各務原市職員の給与に関する条例（昭和３８年条例第７０号）に基づく職員

の初任給、昇格、昇給等及び各務原市職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭

和３８年条例第３９号）に基づく分限に関して必要な事項を審査するため、各務原

市初任給、昇格、昇給等決定評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。 

（１）経験年数を有する者（２級以上の職務の級に決定される者に限る。）その他の

特に審査を要すると認められる者に係る初任給の決定に関すること。 

（２）勤務成績について特に審査を要すると認められる職員（職務の級が１級から４

級までの職員に限る。）の昇格（人事異動を伴うものを除く。）に関すること。 

（３）各務原市職員の分限の手続及び効果に関する条例第２条第１項の規定による降

任若しくは免職、同条例第８条第１項の規定による降格又は同条例第９条の規定

による降号に関すること。 

（４）各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和４６年規則第３号）

第３７条第４項に規定するＡ又はＢの昇給区分に決定する職員の数の割合が同項

の市長の定める割合を超える場合における当該昇給区分の調整その他の特に審査

を要すると認められる昇給、号給の調整等に関すること。 

（５）人事評価の結果による勤勉手当の成績率（各務原市職員の給与の支給に関する

規則（昭和３８年規則第４５号）第３７条に規定する成績率をいう。）の決定に

関し、特に審査を要すると認められること。 

（６）その他市長が必要と認めること。 

 （委員会の組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び３人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員長は、磯谷副市長をもって充て、会務を総理する。 

３ 副委員長は、今道副市長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があると

きは、その職務を代理する。 

４ 委員のうち１人は、人事担当部長をもって充てる。 

５ 委員（前項の委員を除く。）は、必要の都度、部長、次長又は課長の職にある者



の中から市長が任命し、審査終了後、解任されるものとする。 

 （委員会の会議） 

第４条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 人事担当課長は、委員会の会議に出席して、当該事案について説明するものとす

る。 

３ 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、

当該事案について説明を求めることができる。 

 （委員会の報告） 

第５条 委員会は、事案の審査を終えたときは、その決定事項を市長に報告しなけれ

ばならない。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

定める。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成１６年５月２０日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２０年３月１３日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２８年２月２６日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２８年１０月３１日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成３０年９月５日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２８日決裁）抄 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年１１月２６日決裁） 

この要綱は、令和元年１２月１日から施行する。 



  附 則（令和５年３月２７日決裁） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


